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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 0134-2:2016 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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Part 2: Assurance case 

 
序文 

この規格は，2022 年に第 2 版として発行された ISO/IEC/IEEE 15026-2 を基に，技術的内容及び構成を

変更することなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格の目的は，アシュアランスケースのインスタンス間の一貫性及び比較可能性を向上させ，利害

関係者のコミュニケーション，技術的な決定，及びアシュアランスケースの他の使用を促進するために，

アシュアランスケース構造用語を定義することである。 

この規格は，アシュアランスケースで記述するコンテンツの品質についての要求事項を規定するのでは

なく，用語の矛盾した主観的な使用を避けるために，必要なレベルの精度及び詳細さでアシュアランスケ

ースの構造及び意味を規定する。 

様々な応用分野及び題材におけるアシュアランスケース関係の既存の規格類では，共通の主題に対して，

異なる用語体系及び概念を用いることがある。この規格は，これらの専門的な規格及び指針から引き出さ

れた経験に基づいている。 

現在，幾つかの表記法及び僅かに変化する用語が実際に使用されているが，この規格は，図示表現を含

む特定の具体的な表現の使用を要求しない。同様に，データの物理的実装についても要求事項はない。特

に，冗長化，又は領域の共用についての要求事項は含まない。 

アシュアランスケースは一般に，安全，信頼性，保全性，ヒューマンファクター，運用操作性，セキュ

リティなどの分野の主張を支援するために開発されている。これらは，システムの任意の特性に適用可能

である。特定の領域でのアシュアランスケースは，安全ケース，ディペンダビリティケースなどと，特有

の名前で呼ばれることも多い。JIS X 0134-1 には，概念，用語，背景，及びアシュアランスケースに関連

する規格の一覧が記載されている。 

この規格は，JIS X 0160 [1]，JIS X 0170 [5]及び ISO/IEC/IEEE 15289 [6]と整合性のある用語及び概念を

使用する。この規格は，JIS X 0160 [1]又は JIS X 0170 [5]と併せて適用することを前提としたり要求したり

しない。 


